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熊本県告示第５３４号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により次の森林を保安林予定森林 
にする旨農林水産大臣から通知を受けたので、同法第３０条の規定により告示する。 
  平成２２年５月１４日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林予定森林の所在場所 熊本県下益城郡美里町洞岳字飯田谷４３８８番１、４３

８８番２、４３８８番４、４３８９番１、４３８９番２、４３９０番１、４３９０番２、
４３９１番１、４３９１番２、４３９２番、４３９５番、４３９６番１、４３９６番２、
４３９７番１、４３９７番２、４３９８番１、４３９８番２、４３９９番１、４３９９
番２、４４００番１、４４００番２、４４０１番、４４０４番、４４０６番、４４０８
番、字大崩４４１１番から４４１３番まで、４４１５番、４４１５番２ 

２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字飯田谷４３８８番４、４３９９番２、４３８９番１・４３８９番２・４３９０ 
   番１・４３９０番２・４３９１番２・４３９７番２・４３９８番２・字大崩４４１ 
   ５番２（以上８筆について次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県宇城地域振興局並びに美里町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第５３５号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により指定居宅サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２２年５月１４日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

第１１９０７号 

平成 22 年 5 月 14 日(金)

（毎週 火･金発行） 

 告  示 



 平成 22 年 5 月 14 日 金曜    熊 本 県 公 報          第１１９０７号 2 

  （通所介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

デイサービスきくりん 

菊池市隈府１１４４番地２ 

株式会社菊池グランドホ

テル 

平成２２年５月１日 

 
 
熊本県告示第５３６号                                                         
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により指定介護予防
サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の１０の規定により公示する。 
    平成２２年５月１４日                                                       
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （介護予防通所介護）                                                      

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

デイサービスきくりん 

菊池市隈府１１４４番地２ 

株式会社菊池グランドホ

テル 

平成２２年５月１日 

 
 
熊本県告示第５３７号 
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により指定自立
支援医療機関を次のとおり指定したので、同法第６９条の規定により公示する。 
  平成２２年５月１４日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
 （精神通院医療） 

 

医療機関の名称及び所在地 

 

 

指定年月日 

 

医療機関コード 

こころの元気クリニック 

熊本市水道町８－２ 秀匠苑ビル５階 

平成２２年５月１日 ０１２８５５０ 

内田クリニック 

熊本市水前寺二丁目６－２０ 

平成２２年５月１日 ０１２８５９２ 

めばえ薬局 

熊本市帯山三丁目１８－４２ 

平成２２年５月１日 ０１４６７０５ 

さくら調剤薬局上熊本店 

熊本市上熊本二丁目１２－２５ 

平成２２年５月１日 ０１４６３９０ 

 
 
熊本県告示第５３８号 
 計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項の規定により水俣市及び葦北郡におけ
る特定計量器定期検査を次のとおり実施するので、同法第２１条第２項の規定により告示
する。 
  平成２２年５月１４日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 集合検査 

検査区域 検 査 日 検査受付時間 検 査 場 所 対象となる特定計量器 

芦北町 平成２２年

６月１４日 

午前１０時から午

後３時まで 

芦北町地域活性

化センター 

芦北町 平成２２年

６月１５日 

午前１０時３０分

から正午まで 

ＪＡあしきた 

吉尾支所 

芦北町 平成２２年

６月１５日 

午後１時３０分か

ら午後３時まで 

芦北町 大野出

張所 

芦北町 平成２２年

６月１６日 

午前１０時から午

前１１時３０分ま

で 

芦北福祉センタ

ー 

芦北町 平成２２年

６月１６日 

午後１時から午後

３時まで 

芦北町 社会教

育センター 

芦北町 平成２２年

６月１７日 

午前１０時から午

後３時まで 

芦北町 社会教

育センター 

非自動はかり（計量法

施行令（平成５年政令

第３２９号）第５条第

１号又は第２号に掲げ

るものを除く。）、分

銅及びおもり 
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津奈木町 平成２２年

６月２１日 

午前１０時３０分

から午後４時まで 

津奈木町農業就

業改善センター 

水俣市 平成２２年

６月２２日 

午前１０時から正

午まで 

水俣市 愛林館 

水俣市 平成２２年

６月２２日 

午後１時３０分か

ら午後４時まで 

ＪＡあしきた 

東部支所 

水俣市 平成２２年

６月２３日 

午前９時３０分か

ら午前１１時３０

分まで 

湯の鶴温泉保健

センター 

水俣市 平成２２年

６月２３日 

午後１時から午後

４時まで 

水俣市総合体育

館 

水俣市 平成２２年

６月２４日 

午前９時から午後

４時まで 

水俣市総合体育

館 

水俣市 平成２２年

６月２５日 

午前９時から午後

２時３０分まで 

水俣市総合体育

館 
  ２ 所在場所検査 

  実 施 期 日     実  施  場  所 

平成２２年７月１２日か

ら平成２２年７月２３日

まで 

特定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第７０号）

第３９条第１項第１号から第５号に定めるものにあっては、

その計量器の所在場所 

３ 実施機関 
  社団法人 熊本県計量協会 

 
 
熊本県告示第５３９号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２２年５月１４日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２２年５月１４日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 

道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 前

後

幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 

備 考

 

前

  7.2 

  ～ 

 16.5 

 

1,337.

0 

一般県道 宮崎芦北

線 

葦北郡芦北町大字八幡字見附 

    ８番１地先から 

同町大字花岡字伊徳庵 

    ６５２番５地先まで  

後

  8.5 

  ～ 

 17.5 

 

1,337.

0 

地基創

交安 

（歩道

整備）

２ 区域を変更する期日 平成２２年５月１４日 
 

 
熊本県告示第５４０号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２２年５月１４日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２２年５月１４日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 

(メートル) 

備 考

主要地方道 熊本大津線 合志市竹迫字坂ノ下 

          １２１番７地先から 

同所 

          ９９番１地先まで 

   355.5 地基創

交安 

（歩道

整備）
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２ 供用を開始する期日 平成２２年５月１４日 
 
 
 
 
 
熊本県公告第２５９号 
 肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定に基づき、次の肥料の
登録有効期間を更新したので、同法第１６条第１項の規定に基づき公告する。 
  平成２２年５月１４日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
 

登録番号 肥料の 

種 類 

肥料の 

名 称 

保証成分量 

 （％） 

 その他の  

 規格 

生産業者の氏名 

又は名称及び住 

所 

有効期限

熊本県肥 

第１３１

７号 

魚かす

粉末 

魚粕粉 

末１号 

全窒素量：５

．５ 

りん酸全 

量：８．５ 

該当なし 野口寛 

熊本県天草市久

玉町１４６３－

１３番地 

平成２８

年５月９

日 

熊本県肥 

第２３７

号 

消石灰 消石灰 アルカリ 

分：６０．０

該当なし 木葉石灰企業組

合 

熊本県玉名郡玉

東町大字木葉１

１０１番地 

平成２８

年５月２

９日 

 
 
熊本県公告第２６０号 
 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３
７２号。以下「特例政令」という。）第１１条及び熊本県物品等又は特定役務の調達手続
に関する規則第１１条の規定により、次のとおり落札者等について公告する。 
    平成２２年５月１４日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 特定役務の名称及び数量 
  電子計算機組織及びプログラム・プロダクト一式の賃貸借 
２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 
  熊本県企画振興部情報企画課 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 
３ 契約の相手方を決定した日 
  平成２２年３月３１日 
４ 契約の相手方の氏名及び住所 
  日本電子計算機株式会社 
    東京都千代田区丸の内三丁目４番１号 
５ 契約金額 
  １２７，６５９，５４０円（うち消費税及び地方消費税の額６，０７９，０２０円） 
６ 契約の相手方を決定した手続 
  随意契約 
７ 随意契約の理由 
  特例政令第１０条第１項第２号による。 

 
 
熊本県公告第２６１号 
  国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第１９条第２項の規定により水俣市ほか７市
町村における地籍調査の成果を国土調査の成果として認証したので、同条第４項の規定に
より次のとおり公告する。 
  平成２２年５月１４日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

調査を行った 

者の名称   

調査を行った時期 

         

 調査を行った地域  

           

成果の

名称 

 認 証 年 月 日 

水俣市     

         

平成２０年度から 

平成２１年度まで 

大字久木野の一部      

                      

水俣市    

          

平成２０年度から 

平成２１年度まで 

大字越小場の一部   

地籍図

及び地

籍簿 

 

平成２２年 ５月 ６日

 

 

 

 公  告 
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山鹿市      

             

平成１９年度から 

平成２１年度まで 

菊鹿町矢谷の一部 

          

山鹿市    

             

平成１９年度から 

平成２１年度まで 

菊鹿町相良の一部 

      

菊池市      

          

平成２０年度から 

平成２１年度まで 

亘の一部    

菊池市      

          

平成１９年度から 

平成２１年度まで 

木庭及び藤田の各一部 

阿蘇市    

       

平成１９年度から 

平成２１年度まで 

波野大字赤仁田の一部 

               

阿蘇郡     

南小国町    

平成１９年度から 

平成２１年度まで 

大字中原の一部    

       

上益城郡     

山都町       

平成２０年度から 

平成２１年度まで 

白藤の全部       

葦北郡      

芦北町       

平成１９年度から 

平成２１年度まで 

大字白石・箙瀬の全部 

球磨郡       

球磨村       

平成１９年度から 

平成２１年度まで 

大字渡甲及び乙の各一部

  

 
 
熊本県公告第２６２号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２２年５月１４日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫  
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  荒尾市菰屋字新堤２４７番３の一部、同２４７番７の一部、同２４７番９、同２４７ 
 番１０の一部、同２４７番１１及び同字上部谷４３７番の一部 
  ４，９７１．５１平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
  荒尾市牛水３９１番地１ 
  有限会社 荒尾きのこセンター 
 
 
 
 
 
熊本県行政文書等管理のあり方検討委員会公告第４号 
  第４回熊本県行政文書等管理のあり方検討委員会を次のとおり開催する。 
  平成２２年５月１４日 
                  熊本県行政文書等管理のあり方検討委員会委員長 米澤 和彦    
１ 開催日時 
    平成２２年５月２１日（金） 
    午前９時３０分から（２時間３０分程度） 
２ 開催場所 
    熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県庁 本館５階 審議会室 
３ 会議次第（案） 
   議事 提言について 
４ 傍聴手続 
  (１)  傍聴希望者は、当該会議の会場において受付のうえ、事務局の指示に従い、会議 
   の会場に入ることができる。 
  (２)  会議の傍聴の受付は、会議の開催予定時刻の３０分前から行い、傍聴者の定員を 
      満たした時点又は会議開催予定時刻になった時点で終了する。 
  (３)  傍聴者の決定は、受付先着順とする。ただし、受付開始時点で既に定員を超える 
      希望者があった場合は、抽選により傍聴者を決定する。 
５ 問い合わせ先 
    熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    熊本県総務部県政情報文書課（電話０９６－３３３－２０６１） 

 
 

 登載依頼 
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熊本県選挙管理委員会公告第１号 
  第２２回参議院議員通常選挙（選挙区）における立候補手続等について、次のとおり説
明会を行います。 
  平成２２年５月１４日 
                                             熊本県選挙管理委員会 
                          委員長  柴 田  憲 保    
  １  日 時  平成２２年６月４日（金）午前１０時から 
  ２  場 所  熊本県庁行政棟本館１０階 １００２会議室   
  ３  問い合わせ先 
      熊本市水前寺六丁目１８番１号 
      熊本県選挙管理委員会（熊本県総務部市町村総室選挙班） 
      （電話 ０９６－３３３－２１０４） 
 


